
職務代理 局 長 係 員

令和５年第５回

小坂町農業委員会会議録

令和５年５月１０日（水）１４時００分役場会議室において招集した。

１. 出席委員（９人）は次のとおりである。

１番 小 舘 康 弘 ２番 大 内 正 富 ３番 宮 舘 文 男

４番 阿 部 龍 平 ５番 亀 田 静 子 ６番 中 村 仁

７番 中 村 修太郎 ８番 奈 良 延 浩 ９番 木 村 功

２. 欠席委員は次のとおりである。

10番 小 舘 正 光

３. 本会に出席した事務局職員は次のとおりである。

事務局長 木 村 則 彦

事務局長補佐 相 馬 一 之

４. 本会の書記は次のとおりである。

事務局長補佐 相 馬 一 之

５. 議長において指名して定めた会議録署名委員は次のとおりである。

３番 宮 舘 文 男 ４番 阿 部 龍 平

６. 会議に付した案件は次のとおりである。

第１ 報告 第 ７号 令和５年度県北地区農業委員会会長会通常総会ついて

第１ 報告 第 ８号 令和４年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

及び令和５年度最適化活動の目標の設定等の公表について

第２ 議案 第 ４号 農地法第３条の規定による許可について

第３ 決定 第 ６号 小坂町農用地利用集積計画を定めることについて

議 長 定刻になりましたので、これから令和５年第５回の総会を始めたいと思います。

（亀田） 出席状況について、報告をお願いいたします。

（１４：００）

事 務 局 ９名出席です。１０番委員は病欠になります。

議 長 只今の出席者は９名出席でございます。よって、農業委員会等に関する法律第27

条第３項の規定による定数に達しておりますので、本日の会議を開会いたします。

本日の会議録署名委員を指名いたします。３番宮舘文男委員、４番阿部龍平委員

の両名を指名いたします。

（１４：０１）

議 長 それでは議事に入ります。日程第１、報告第７号について、事務局より説明を求

めます。

事 務 局 日程第１報告第７号を説明いたします。

３ページをお開き下さい。令和５年４月２０日（木）比内総合支所で開催された

標記の通常総会へ、小坂町農業委員会からは、亀田委員が出席されました。４ペー

ジに次第が記載されております。５ページに出席者名簿、６ページからの議案を説



事 務 局 明した。以上で報告を終了します。

議 長 報告第７号について質問意見等ありますか。

議 長 小坂町の負担金の端数はありますか。０ですか。

事 務 局 資料がパンチ穴で見えませんので後で報告します。端数は０ではありません。

議 長 他に質問等ありませんか。

ないようですので、よろしいでしょうか。

各 委 員 はいの声あり。

議 長 それでは、日程第１報告第７号を終了します。

（１４：０９）

議 長 次に日程第１報告第８号について、事務局より説明を求めます。

事 務 局 日程第１報告第８号について説明いたします。

１５ページをお開き下さい。令和４年度の最適化活動の点検評価についてまとめ

ております。次に２３ページをお開き下さい。令和５年度の最適化活動の目標が記

載されております。以前皆様へ資料を送付しているため、詳細説明は省略させてい

ただきます。このことを町のホームページへ掲載することを報告します。なお、掲

載時期については、国からの様式変更があるらしいので、秋田県から様式変更の連

絡を待って掲載いたします。以上で、報告を終了します。

議 長 報告第８号について質問意見等ありますか。

他に質問等ありませんか。

ないようですので、よろしいでしょうか。

各 委 員 はいの声あり。

議 長 それでは、日程第１報告第８号を終了します。

（１４：１５）

議 長 次に日程第２議案第４号について、事務局より説明を求めます。

事 務 局 日程第２議案第４号を説明いたします。

議案第４号、農地法３条の申請について説明いたします。

まず始めに、２７ページをお開き下さい。小坂字向田表の田と畑、新遠部の田に

ついての親子間の生前贈与です。４１ページからの地図等により現況説明しました。

以上で日程第２議案第４号の報告を終了します。

議 長 議案第４号について質問意見等ありますか。

２番委員 なぜ生前贈与するのでしょうか。いいことが何かあるのでしょうか。

事 務 局 相続になると、譲りたい土地が譲りたい人へ必ず渡るとは限らないので、生前贈

与をするものと思います。

議 長 他に質問等ありませんか。

１番委員 基盤整備後に、なぜ登記できなかったのでしょうか。

７番委員 換地の最中に反対者が１名いて話が壊れました。亡くなってしまった方も多く、

測量費用も多額になることから、今から再度話し合いの上、登記をすることは難し

いと思われます。

議 長 他に質問等ありませんか。

ないようですので、よろしいでしょうか。

各 委 員 はいの声あり。

議 長 それでは、日程第２議案第４号を終了します。

（１４：３０）

議 長 最後に日程第３決定６号について、事務局より説明を求めます。

事 務 局 それでは、日程第３決定第６号について、説明します。

今回は案件が、２件です。

４９ページをお開き下さい。１件目、設定する者がＡ、受ける者がＢ、小坂字端

３筆、更新の５年契約です。

２件目、設定する者がＣ、受ける者がＤ、小坂字村上２筆、小坂字村下２筆、計

４筆、更新の５年契約です。



事 務 局 ５１ページからの地図で位置関係について説明を実施しました。

以上で日程第３決定第６号の報告を終了します。

議 長 決定第６号について質問意見等ありますか。

１番委員 契約金額は以前より減額になっているでしょうか。

６番委員 資材高騰と米価安により、一部の方を除き、安くなっています。

議 長 他に質問等ありませんか。

ないようですので、よろしいでしょうか。

各 委 員 はいの声あり。

議 長 それでは、日程第３決定第６号を終了します。

（１４：４０）

議 長 総会の議案はすべて終了しましたので、ただいまを持ちまして第５回総会を終了

します。

（１４：４１）

上記会議録が真正であることを証明するため署名する。

小坂町農業委員会会長 亀田静子

（会長職務代理者）

署 名 委 員 宮舘文男

署 名 委 員 阿部龍平


